
プレゼンテーター： グエン・コク・トゥアン 

 

 



経済成長 

外国直接投資の理想
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ベトナム国民にとって程遠く
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核兵器 
ミサイル 

生物兵器 



ベトナム税関の活動 
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*ベトナム税関もWTO加盟国としてW.C.Oの枠組みに沿って活動

している 

* 国際経済への融合はベトナムの持続可能な発展のための目標 

• 税関の近代化 

• 輸出貨物の促進を優先し、

リスク・マネジメント手法

による焦点管理・重点管

理を行う 

 

出国・入国管理、輸出・輸入管理業

務活動を実施するため、中央レベル

から地方レベルまでの十分なリソー

スがある 
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ベトナム政府の規制 

武器、弾薬、爆発物、軍用機材，軍装備，軍服等

の輸出・輸入の全面禁止                  

  

 

２００６年１月２３日付の政府議定NO.12/2006/NĐ-CP 



２０１２年４月５日付の政府議定

NO.25/2012/NĐ-CP  

武器、爆発物及び附帯装置の使用と管理に関する規制 



 

 

• 主務範囲において武器、爆発物及びその附帯装置等の使

用と管理に関する法令の実施の推進並びにガイドラインの

作成 

• 政府及び首相に対して武器、爆発物及びその附帯装置等の

使用と管理に関する法令の改訂・補足について提案する。 

公安省の責任範囲: 



• 国防省の主務範囲において武器、爆発物及びその附帯装置

等の使用と管理に関するガイドライン・ガイダンスの作成 

• 国境警備隊、海上警察、地方部隊および自衛民兵を対象とし

た、武器、爆発物及びその附帯装置等の装備対象に関する

具体的な規制の制定 

国防省の責任範囲: 



条件付で製造販売できる分野  

事業範囲の制限  

輸出禁止、輸入禁止  

事故防止、処理克服  4 
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２００８年１０月７日付の政府議定NO.108/2008/NĐ-CP および  

２０１１年４月８日付の政府議定NO.26/2011/NĐ-CP 

化学物質の輸出入に関する規制  

5 報告義務 



輸出入禁止の化学物質  

  O-アルキルの化合物 （O – ALKYL） 

  サルファマスタード（SULFUR MUSTARDS） 

  ルイサイト・ヒ素化合物（LEWISITE ARSEN） 

 

 

 

 
 

  催涙ガス硝酸カリウム 
 

  前駆物質 

 



ダイヤモンド原石: 

 キンバリー・プロセス・認証制度（KPCS)に係る規制 :           

合法政権に敵対する反政府組織およびその同盟の資金

源となる「紛争ダイヤモンド」の輸出・輸入の禁止 



輸出・輸入の要件 

 

 

 

 

 

        税関機関は、政府や首相又は主務官庁

の許可証があった場合にのみ税関手続

きを行う。 



 

 

 輸出入貨物は、その種類、原産地，数量，金額，HSコード等

について実際と異なった内容を申告。中でも特にベトナムの関

税法及びその他税法の新しい管理制度を利用して密輸や貿

易上の不正行為を行う 

 原生林の木材、特別保護対象の希少動植物（CITES)、マリ

ファナ、麻薬、使用期限が過ぎたりフレーム番号やエンジン型

番を不正改造した自動車、中古自動車用部品、情報通信機器

中古品等といった輸出入禁止の品目に該当するが、別種類の

品目として申告するという手口 

 

 

手法や手口等: 



 

 

 預かり荷物や手荷物による密輸。飛行機への搭乗日時を直

前まで登録せず、搭乗機の出発間際にチェックイン手続きを

済ませ税関その他所管機関の監視の目から免れようとする

手法。 

 

       密輸者は巧妙な手口による貨物の隠し、税関による監視・検

査の大きな障害となっている。 

 

 

 

手法や手口等: 



                                                                                                 

取締り重点品目: 

 ダイヤモンド、女性用装飾品、携帯電話、化粧品、眼鏡用レンズ、時

計、高級消費財、電子品、電化製品、新薬、外貨、金、衣料品、知的

所有権侵害品等；   

 

 国家機密資料、反体制関連資料、ポルノ系出版物、骨董品、武器、

火薬・爆薬、麻薬類、希少野生動植物、その他輸出禁止品目・輸入

禁止品目、又は条件付輸入品目； 



取締りによる発見及び拘束の事例: 

薬物類の運搬行為 

 

ヘロイン及び覚せい剤（クリスタル）４７キ

ロ 

スピーカー本体に隠した７９６，５００錠の

向精神薬「エリミン５」（ニメタゼパム睡眠導

入剤が含まれる）を発見; 

一番最近では、4.1キロのメタンフェタミン

をスーツケースの中に隠し持っていた入国

者を拘束； 

その他違法搬入事件が多発； 

 



取締りによる発見及び拘束の事例: 

武器の違法運搬 

 

6件発覚：反革命組織メンバーによる銃１

丁と弾丸13個発見。厳重深刻なケースの

ひとつ。 

 



取締りによる発見及び拘束の事例: 

象牙の密輸 

 

 

総額５，６１９，９５５ドル相当のアフリ

カ象牙２,７８４キロ発見と拘束 



取締りによる発見及び拘束の事例: 

ダイヤモンド、 

外貨紙幣の 

違法運搬行為 

 

 

 

* ダイヤモンド：３４６カラで２９２，０００

ドル相当 

* 外貨：７，９２９，７４０ドル、５５３，７７

０ユーロー、６４，２２５，０００円、９，０

００，０００イタリアリレ、５８１，５５０豪

州ドル、その他多くの外貨押収 

 

 



 

 

ベトナム税関は日々の業務の中で公安機関や国境警備隊と連

携して国際関係の中で、また、日本との関係においてベトナム

の威信を損なうような違反行為の防止と取り締まりができるよう

になっている 

政府が取り決めたベトナム税関としての機能と役割並びに職

務権限において私たちは仕事に対する十分な認識と責任感

でもって出国・入国及び輸出・輸入に係るすべての活動の検

査・管理・監視に取り組んでいる。 

 



ご静聴、ありがとうございました。 


